
ＵＮＥＰとＩＬＥＣとの覚書（素訳）    

 

国連環境計画（以下ＵＮＥＰという）は、地球および地域レベルで環境分野における国連の主導

的な機関であり、その使命は、未来の世代を犠牲にすることなく国家や人々が自分たちの生活の

質の向上ができるように、地球環境を展望するとともに、国家や人々を鼓舞し、情報提供するこ

とによって環境保全におけるリーダーシップを発揮し、パートナーシップを奨励することにある。

その地球規模での主要な使命は、生物多様性や淡水など自然と天然資源を地球規模で保全、保護、

維持していくことにある。さらにＵＮＥＰは、淡水湖沼・貯水池流域を含む水資源の持続的な環

境保全に重要な貢献をするという目標を有している。 

 

中でもＵＮＥＰ-ＤＥＷＡ（早期警報環境アセスメント局）は、世界の生物多様性、淡水資源など

自然とその資源を保全、保護、維持するために必要とされるデータや情報を提供するための科学

ならびに科学的な評価を主導する使命を有している。 

 

国際湖沼環境委員会（以下ＩＬＥＣという）は、1984 年に大津（日本）で開催された第１回世界

湖沼会議の閉会時における元事務局長ムスタファ・トルバ氏の呼びかけに応えるために滋賀県

1986 年に設立されたものであり、環境保全と持続的な開発の調和を達成するための合理的な方法

に関する調査や研究を促進し、湖沼管理に関する知識を世界に普及することを通じて、世界の湖

沼環境保全と環境上適正な管理の促進に向けて国際的な協力を推進することを継続的な使命とし

ている。 

 

ＵＮＥＰとＩＬＥＣ（以下“両者”という）は、世界の生物多様性、淡水など、自然と天然資源

の保全・保護・育成・維持に関して共通の目的と目標と共有するものであり、それは世界の湖沼

の重要性を広範囲の人々が認識するための手段の一つとして、湖沼とその流域に関する地球規模

の理解を達成するというＵＮＥＰの重要な課題に合致するものである。  

 

思い起こせば； 

１） ムスタファ・トルバ氏は、“淡水湖沼/貯水池流域の持続的な環境管理に重点をおいて、湖   

沼とその流域に関する地球規模での理解を達成するだけでなく、研修や研究を進め、情報

の収集とその伝達を図り、世界の湖沼の重要性について広範な人々の認識を深めることが

必要である”という重要な問題意識を表明されたのである。 

２） 両者は、湖沼や貯水池の持続的な管理に焦点を当てた多くの共同プロジェクトを実施して 

きた。ILEC によって開始され、UNEP の技術的・資金的な協力のもとに実施された“世界湖

沼の現状調査”はそのひとつで、その成果は“世界湖沼データブック”として発行された。

また湖沼や貯水池の研究や管理に関する一連のガイドラインブックを作成するとともに、

特に滋賀県に UNEP-IETC が設立された後には、淡水湖沼流域における特定の課題に関する

さまざまな報告書が作成された。 

３） 両者は、2001 年に琵琶湖の湖畔で開催された第９回世界湖沼会議において世界湖沼ビジ  

ョン策定に向けた共同の取組みを開始し、2003 年の第３回世界水フォーラムの場で成功裏

に発表するとともに、さらに統合的湖沼流域管理（ILBM）につながる基本的概念の枠組み

を構築する共同の努力を積み重ねた。 

４） ＩＬＢＭという概念は、GEF が支援しＩＬＥＣが実施機関となって、世界の 28 湖沼の流域    



管理に関する経験や教訓を詳細に調査・分析したＧＥＦプロジェクト「湖沼流域管理イニ

シアティブ」から生まれたものであり、プロジェクトの最終報告書は 2005 年にナイロビ（ケ

ニヤ）で開催された第 11回世界湖沼会議において当時のＵＮＥＰ事務局長を通して世界に

公表された。 

５） ＩＬＢＭは、世界湖沼ビジョンや個々の湖沼ビジョンを実現する有益なプラットフォーム 

であるだけでなく、湖沼を含む静水の持続的な利用、保全、管理に関する複雑な諸課題に

対応していくための重要な補完的概念として、重要な国際的な報告書、例えば、UNEP の“地

球環境展望第４版”（GEO-4）や国連の水に関する“第３回世界水開発報告書”などにおい

て認識され始めている。 

６） 地球上の液状淡水の 90％が静水として存在すること、またこのような静水は地球温暖化の  

影響に対して最も脆弱なシステムである。 

 

以上の点に留意し、両者は、ILBM の広範な普及に取り組むとともに、湖沼流域の評価や管理の経

験の共有を進めることに両者が共同であらゆる努力をすることに同意するものである。 

 

このような背景を踏まえ、両者は、このＭＯＵに基づいて以下のように協力することを決定した。 

 

第 1 項 

解釈 

 

１． このＭＯＵの付帯資料はこのＭＯＵの一部とみなされる。特別な事情が無い限り、このＭＯ

Ｕへの照会は付帯資料を含むこのＭＯＵへの照会と解釈され、このＭＯＵの条項に従って有

効であり、また修正される。 

 

２． このＭＯＵに応じて活動、プロジェクト、プログラムが実施される場合には、両者の間で適

切な法的合意に至ることが必要である。 

 

３． このＭＯＵは、口頭、書面にかかわらず、関連する主題についての従前のＭＯＵ、連絡事項、

申し入れ事項に優先する。  

 

第 2 項 

目的 

 

１．このＭＯＵの目的は、生物多様性を含む世界規模での自然と天然資源の保全、保護、育成、

維持に関して、両者の協力と理解の枠組みを提供するとともに、目的や目標をさらに共有し、

両者の協力を促進することにある。 

 

２．上記の目的は以下のことをとおして達成される。 

 

① 両者の間で定期的に対話を行なう。 

② 第２項、第３項で述べられる共同の活動、プロジェクト、プログラムを定義し、実

施するために、両者間で個別に法的文書を取り決める。 



第 3 項 

協力分野 

 

１．協力分野はこのＭＯＵに示される協力の枠組みを通じて互いの合意によって決められる。こ 

のＭＯＵに基づく方針や優先事項は第４項に基づき、両者によって毎年見直すことができる。 

これにより、環境ならびに持続的な開発の分野において新たに発生する問題により柔軟に対

応できる。 

 

２．継続的な協力と協働の精神に則り、両者は、このＭＯＵの包括的なテーマとして以下のとお

り合意した。 

  a. ＩＬＢＭの開発、普及、実施および改良に関する継続的な協力 

i)ＩＬＢＭを有効に実践していくためのガバナンスと社会経済に関する広範な

課題の明確化、およびそれらの諸課題をＩＬＢＭの枠組みの中で解決していく

ための方策の確定とその評価に関する継続的な協力。 

 

ii) 世界各地の水システム保全活動の手引きとなるようなＩＬＢＭに関する知

識、データ、実施事例（地域固有の情報を含む）の発掘、収集、分析、とその

普及にかかわる継続的な協力。 

 

b. 湖沼・貯水池の環境およびガバナンスに関する諸問題を特定、評価、解決するため

の科学的な評価手順、方法、および指標の策定に向けた協力。 

 

      c.  GEF-UNEP 越境水域評価プログラム（ＴＷＡＰ）や、湖沼や貯水池を含むその他の同

様な取り組みに例示されるような、両者にとっての関心である国際および越境流域

水プログラムにおける湖沼・貯水池部分の共同実施。 

    

d.  有益性を考慮したうえで ILEC 主宰の世界湖沼会議（WLC）において上記の取り組み

や活動に関する情報の伝達や統合を進めるための共同セッションを開催するなど、

両機関の使命や業務に関係する、あるいは適合する国際的、国、地域レベルの水に

関わる重要な取り組みや活動に取り組むための協力や共働。 

               

      e. ＵＮＥＰおよびＩＬＥＣにおいてこれまでに作成された情報や資料の中で、湖沼や

貯水池にかかわる地域、国、地球規模のプロジェクトやプログラムを実施するため

に有用なものについての共同利用。 

 

上記で特定された項目はすべての協働・協力の可能性を網羅するものではなく、また両者にとっ

て関心のある新たな活動やプログラムを提案し、あるいは取り組むことを制限するものではない。 

 

第 4 項 

協力の進めかた 

 

１．ＵＮＥＰとＩＬＥＣは、第３項で示された協力分野について、予め両者で議題に合意したう



えで、定期的に話し合い、共同プロジェクトの策定や進行状況の確認を行なう。このような

会合は、毎年最低１回は開催され、その中で、 

a. この覚書の目的を進めるための技術的、あるいは法的な取り決めについて討議するとと

もに、 

b. 上記第３項に示された重点協力分野におけるＩＬＥＣの分担業務の進行を別に定められ

た法的な取り決めに従って検討する。 

 

２．上記で定められた範囲において、特定地区、国、地域おける活動の準備など、協力分野にお

ける重点事項に取り組むために、ＵＮＥＰの関連部局とＩＬＥＣによって、必要に応じ、暫

定的に両者の会合を、事務レベル、あるいは専門家同士で開催することも可能である。 

 

３．重点分野の中で合意された活動・プロジェクト・プログラムの実施にあたっては、ＵＮＥＰ

とＩＬＥＣはそれらに取り組むために適切な法的な取り決めを定める。このＭＯＵのもとで

協力分野を決めるにあたっては、関連する分野におけるＩＬＥＣの対応可能な地理的範囲、

実行能力や経験などが考慮される。 

 

４．このＭＯＵが目的とするような政策に関係する会合を外部機関と開催する場合、必要に応じ

てＵＮＥＰを招待することとする。 

 

第 5 項 

パートナーとその職員の地位 

 

１．ＵＮＥＰとＩＬＥＣは、ＩＬＥＣがＵＮＥＰを含み国連とは全く別の異なる機関であること

を認識・了解する。このＭＯＵに従って事業活動を実施するためにＩＬＥＣが雇用した人員

並びに、ＩＬＥＣの従業員、職員、代表者、代理人、契約者は、如何なる目的、如何なる意

味においてもＵＮＥＰを含む国連の従業員、職員、代表者、代理人、契約者ではないし、Ｕ

ＮＥＰを服務国連の従業員、職員、代表者、代理人、関連機関は、如何なる目的においても

ＩＬＥＣの従業員、職員、代表者、代理人、関連機関とみなされることはない。 

 

２．ＩＬＥＣの如何なる代理人、従業員は、如何なる意味でもＵＮＥＰの代理人ならびに職員と

はみなされない。ＩＬＥＣは、その職員に対して、彼らはＩＬＥＣの職員であって、ＵＮＥ

Ｐは彼らに支払われるべき給与、賃金、保険、各種手当てなどついて責任が無いことを書面

で知らせる必要がある。ＩＬＥＣの職員に対する給与、賃金、保険、手当て、また特に限定

しないが、退職、離職などに伴う支払いについては、すべてＩＬＥＣのみが責任を有するも

のであり、ＵＮＥＰは、これらについては口を挟まないし、また責任を有するものではない。 

 

 

 

第 6 項 

資金拠出 

 

１．ＵＮＥＰもＩＬＥＣも、このＭＯＵの範囲内の活動であってもどちらか一方の名前あるいは



一方を代表する形で第３者と共同で実施される活動については資金を拠出する必要はない。 

 

 

第 7 項 

紛争の解決 

 

１．このＭＯＵに起因あるいは関連して発生する紛争はＵＮＥＰとＩＬＥＣの間で友好的に解決

される。万が一有効的な解決に至らなかった場合の紛争の処理については、どちらか一方の

要求に基づいて、その時点で主流となっている UNCITRAL(国連国際商取引法委員会)の規則に

伴って解決される。 

 

第 8 項 

公式紋章・ロゴマーク 

 

１．ＵＮＥＰもＩＬＥＣも、両者が作成する出版物や書類著作において、略号を含み、他者、お

よびその付属機関、関係機関、認証機関などの名前、ロゴマーク、商標を使用する場合は、

個々に書面による他者の承諾を必要とする。 

 

２．商業目的の活動のために、ＵＮＥＰの名前やロゴマーク、あるいはその略記号などを使用し

てはならない。 

 

第 9 項 

知的所有権 

 

１．このＭＯＵに基づいて別途定められる法的な取り決めにしたがって実施される活動の中から

生まれる事業や便益に関連する知的所有権については、必要に応じて、互いに協議するもの

とする。 

 

第 10 項 

通知・修正 

 

１．このＭＯＵを執行するために必要と考えられる変更について提案や申し入れがある場合、当

該機関は一ヶ月以内に書面で相手機関に通知するものとする。 

 

２．上記条項に基づく通知を受領した機関は、その申し入れや提案事項について合意を目指して

互いに協議する。 

 

３．このＭＯＵは、両者の同意によってのみ修正され、書面で確認する。 

 

第 11 項 

国連機関の特典・免責事項 

 



１．このＭＯＵとそれに関連する何事も国連およびその付属機関の有する特典や免責事項の放棄、

表明、表示とはなるものではない。 

 

第 12 項 

終了 

 

１．このＭＯＵは、一方の機関が、他方の機関に対して書面にて一ヶ月前にその旨を通知するこ

とによって終了する。 

 

２．特に他の取り決めが無ければ、このＭＯＵに伴う法的な取り決めのもとで定められた権利や

義務は、このＭＯＵの終了と共にその効力を失う。 

 

第 13 項 

有効期間 

 

１．このＭＯＵは、署名者の署名日に効力を発し、上記第 12 項によって終了されないかぎり 2013

年まで有効である。ただし、ＭＯＵの内容は２年ごとに見直すものとする。 

 

以上について、ＵＮＥＰとＩＬＥＣの然るべき権限を有する代表者が下記に署名する。 

 

国連環境計画（ＵＮＥＰ）  (財)国際湖沼環境委員会（ＩＬＥＣ） 

 

 

Peter T. Gilruth    浜中 裕徳   

早期警報環境アセスメント局長      理事長 

署名日 2011.4.13   署名日 2011.4.13 

    

 

    

 

 


